
発行 知多地方教職員労働組合（知教労）知多地方教職員労働組合（知教労）知多地方教職員労働組合（知教労）知多地方教職員労働組合（知教労）

〒475-0929 半田市仲田町1-18 Tel&Fax 0569-24-5216

ＨP：http://ｗｗｗ.chikyoro.ikaduchi.com/ e-mail：chikyoro@oboe.ocn.ne.jp

知教労ニュー知教労ニュー知教労ニュー知教労ニュースススス

も

あ

り

、

「

す

で

に

ほ

と

ん

ど

実

質

的

に

や

っ

て

い

る

状

況

で

も

あ

る

の

で

、

そ

れ

を

校

長

会

と

し

て

１

０

０

％

に

で

き

な

い

か

」

と

い

う

知

教

労

の

提

案

に

、

浦

瀬

校

長

会

長

は

、

「

命

令

は

で

き

な

い

が

、

各

校

長

に

伝

え

る

」

と

答

え

ま

し

た

。

こ

の

問

題

に

つ

い

て

は

、

知

教

労

と

校

長

会

と

の

間

に

、

見

解

の

大

き

な

隔

た

り

は

あ

り

ま

せ

ん

で

し

た

が

、

校

長

会

側

は

「

教

職

員

の

健

康

管

理

の

た

め

」

に

出

退

勤

時

刻

の

記

録

を

し

て

い

る

と

い

う

一

面

的

な

理

解

を

示

し

ま

し

た

。

知

教

労

は

厚

生

労

働

省

の

H

18

･
･

通

知

を

示

し

、

校

長

に

は

管

理

4

6

職

と

し

て

労

基

法

や

給

特

法

に

基

づ

い

て

個

々

の

教

職

員

の

労

働

時

間

を

管

理

す

る

責

務

が

あ

る

こ

と

を

強

調

し

ま

し

た

。

ま

た

、

勤

務

の

割

り

振

り

簿

に

つ

い

て

も

、

「

そ

の

意

義

が

ず

い

ぶ

ん

理

解

は

さ

れ

て

き

て

い

る

と

思

う

。

も

う

一

度

伝

え

る

」

と

答

え

ま

し

た

。

労

働

安

全

衛

生

体

制

の

確

立

は

文

科

省

か

ら

県

・

市

町

教

委

で

は

な

く

、

各

学

校

宛

に

ダ

イ

レ

ク

ト

で

パ

ワ

ハ

ラ

防

止

指

針

の

色

刷

り

の

パ

ン

フ

レ

ッ

ト

が

届

い

て

い

る

こ

と

に

つ

い

て

、

職

員

に

回

覧

し

た

学

校

が

あ

る

の

か

ど

う

か

と

い

う

こ

と

を

確

認

し

ま

し

た

。

こ

れ

に

対

し

、

浦

瀬

校

長

は

、

「

学

校

に

は

来

て

い

る

。

以

前

五

月

十

六

日

、

美

浜

町

の

河

和

中

学

校

に

お

い

て

、

知

教

労

と

知

多

地

方

小

中

学

校

長

会

と

の

話

し

合

い

が

も

た

れ

ま

し

た

。

校

長

会

側

か

ら

は

、

浦

瀬

英

輔

校

長

会

長

、

細

谷

正

明

･

宮

島

年

男

の

両

庶

務

会

計

が

対

応

し

ま

し

た

。

出

退

勤

簿

・

割

り

振

り

簿

の

％

配

備

を

100

知

教

労

は

、

長

年

に

わ

た

り

各

市

町

の

校

長

会

長

と

の

話

し

合

い

を

行

い

、

一

定

の

成

果

を

上

げ

て

き

ま

し

た

。

ほ

と

ん

ど

の

市

町

、

学

校

で

名

目

上

も

含

め

出

退

勤

記

録

簿

・

勤

務

の

割

り

振

り

記

録

簿

が

存

在

す

る

と

い

う

状

況

に

な

っ

て

い

ま

す

。

こ

れ

は

、

愛

知

県

の

他

地

区

に

比

べ

て

も

大

き

く

前

進

し

た

成

果

に

な

っ

て

い

ま

す

。

た

だ

、

ま

だ

わ

ず

か

な

学

校

で

「

勤

務

の

割

り

振

り

簿

が

な

い

」

「

事

実

上

勤

務

の

割

り

振

り

が

行

わ

れ

て

い

な

い

」

と

い

っ

た

状

況

も

残

っ

て

い

ま

す

。

今

回

の

話

し

合

い

の

ね

ら

い

は

、

校

長

会

と

し

て

責

任

を

も

ち

、

法

的

に

も

根

拠

の

あ

る

こ

の

二

つ

の

帳

簿

を

知

多

地

方

全

体

で

そ

ろ

え

よ

う

と

い

う

こ

と

に

あ

り

ま

す

。

「

健

康

管

理

」

だ

け

で

な

く

労

基

法

と

給

特

法

を

守

っ

て

!!

ま

ず

、

出

退

勤

簿

に

つ

い

て

は

、

「

大

府

市

の

例

で

い

え

ば

す

べ

て

の

学

校

が

記

録

を

取

っ

て

教

育

委

員

会

に

報

告

し

て

い

る

」

と

細

谷

校

長

が

先

進

的

な

例

を

紹

介

し

ま

し

た

。

こ

の

分

野

で

は

、

昨

年

度

明

き

の

時

点

で

％

の

実

施

率

と

い

う

こ

と

96

働

き

や

す

い

職

場

に

す

る

た

め

３

点

に

つ

い

て

前

向

き

な

発

言

を

得

る

(

校

長

会

で

)

労

安

体

制

に

つ

い

て

話

し

た

が

、

そ

の

後

は

し

て

い

な

い

の

で

、

こ

の

資

料

を

つ

か

っ

て

も

う

一

度

話

し

た

い

」

と

答

え

ま

し

た

。

知

教

労

側

は

、

「

ぜ

ひ

回

覧

し

て

い

た

だ

き

、

労

安

体

制

を

周

知

し

て

い

た

だ

き

た

い

」

と

要

求

し

ま

し

た

。

浦

瀬

会

長

は

、

労

安

法

に

基

づ

く

五

十

人

以

上

の

職

場

に

労

働

安

全

委

員

会

を

設

置

し

て

い

く

こ

と

に

前

向

き

な

考

え

を

示

し

ま

し

た

。

パ

ワ

ハ

ラ

防

止

に

向

け

て

職

場

に

パ

ワ

ハ

ラ

が

存

在

す

る

と

認

識

し

て

い

る

か

と

い

う

問

い

に

は

、

「

ゼ

ロ

で

あ

っ

て

ほ

し

い

と

い

う

希

望

は

あ

る

が

、

う

わ

さ

が

な

い

わ

け

で

は

な

い

」

と

パ

ワ

ハ

ラ

が

存

在

す

る

可

能

性

を

否

定

し

ま

せ

ん

で

し

た

。

知

教

労

が

最

近

つ

か

ん

で

い

る

パ

ワ

ハ

ラ

の

事

例

を

い

く

つ

か

紹

介

し

、

パ

ワ

ー

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

の

撲

滅

に

向

け

た

取

り

組

み

を

訴

え

た

と

こ

ろ

、

校

長

会

長

は

「

本

来

許

さ

れ

な

い

こ

と

だ

。

（

県

教

委

か

ら

出

た

パ

ワ

ハ

ラ

防

止

指

針

が

）

ま

だ

配

ら

れ

て

い

な

い

と

こ

ろ

が

あ

る

な

ら

配

っ

て

い

た

だ

く

よ

う

に

伝

え

た

い

」

と

答

え

ま

し

た

。

話

し

合

い

は

、

和

や

か

な

ム

ー

ド

で

行

わ

れ

、

校

長

会

長

か

ら

は

「

ど

れ

だ

け

徹

底

で

き

る

か

わ

か

ら

な

い

が

、

伝

え

る

べ

き

は

伝

え

て

い

き

た

い

」

と

、

前

向

き

な

発

言

で

締

め

く

く

ら

れ

ま

し

た

。

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

北から南から ～～～～支部支部支部支部だよりだよりだよりだより～～～～

５月のある日、Ａ小学校では、校長・教頭との職場交渉がもたれました。そこでは

勤務時間、割り振りについて、主に次の点が確認されました。

・児童の指導のために休憩がとれずに連続７時間４５分勤務した場合においては、

申し出れば７時間４５分で退校できること。

・勤務時間内の休憩時間における「児童の指導」は、割り振りの対象となること。（｢部

活｣と言われると困るんだけれどね…。）

みなさん、これは結構大きな前進ではないでしょうか。休憩時間中に限った○○

○、言葉はあくまでも｢児童の指導｣であっても、自主的活動なんかじゃなく、勤務と

認められたわけですから。

今回の交渉では、管理職に「2011愛教労と県教委との交渉の確認書｣を手渡し、

「校長が命じた業務ならばすべて割り振りの対象となる」｢職員会等で校長も認め確

認した場合は、勤務時間内の休憩時間の部活動は割り振りの対象となる｣、をこちら

の主張の根拠としてあげ、成果を上げました。さらに、今回の職場交渉で確認したこ

とを全職員に周知させるよう約束したところ、早速翌日、

朝の打ち合わせで、校長自ら伝えてくれました。

一歩前進。しかし支部会議で聞くところ、中学校では

大会参加のため、ゴールデンウィークも部活動指導に大

変な時間を費やした例もあるとのこと。果てしなきたたか

いは続く。 （Ｔ）

４

月

初

め

、

ジ

ャ

ー

ナ

リ

ス

ト

の

堤

美

果

氏

の

講

演

「

貧

困

大

国

ア

メ

リ

カ

に

み

る

教

育

の

未

来

」

を

聞

き

に

行

っ

た

。

こ

の

学

習

会

は

愛

高

教

の

「

ス

プ

リ

ン

グ

ジ

ャ

ン

プ

」

と

い

う

若

い

教

師

向

け

に

組

合

を

知

っ

て

も

ら

う

会

だ

っ

た

。

若

い

人

が

多

い

と

は

言

え

な

か

っ

た

が

、

ル

ブ

ラ

王

山

の

ホ

ー

ル

は

満

席

。

新

年

度

を

迎

え

、

熱

気

に

包

ま

れ

て

い

た

▼

ア

メ

リ

カ

で

生

活

し

て

き

た

堤

氏

は

、

ア

メ

リ

カ

の

深

刻

な

状

況

を

、

次

か

ら

次

へ

告

発

。

５

年

以

内

に

辞

め

る

教

師

…

２

人

に

１

人

、

退

学

す

る

生

徒

…

秒

に

１

10

人

、

学

資

ロ

ー

ン

の

パ

ン

ク

…

６

人

に

１

人

、

肥

満

児

童

…

３

人

に

１

人

、

糖

尿

病

…

年

で

３

倍

（

生

活

が

苦

し

く

10

て

安

い

フ

ァ

ー

ス

ト

フ

ー

ド

の

取

り

過

ぎ

に

よ

る

）

▼

こ

の

よ

う

に

な

っ

た

原

因

は

、

あ

ら

ゆ

る

も

の

を

民

営

化

し

、

市

場

化

し

た

こ

と

で

あ

る

。

ビ

ジ

ネ

ス

化

し

て

は

い

け

な

い

分

野

（

教

育

・

福

祉

・

食

・

医

療

・

保

育

・

戦

争

）

ま

で

ビ

ジ

ネ

ス

化

さ

れ

た

。

こ

の

分

野

を

ビ

ジ

ネ

ス

が

受

け

持

つ

と

最

優

先

事

項

が

入

れ

替

わ

り

、

効

率

が

優

先

さ

れ

て

し

ま

う

▼

教

育

で

は

公

務

員

バ

ッ

シ

ン

グ

で

親

と

教

師

を

分

断

し

、

落

ち

こ

ぼ

れ

ゼ

ロ

法

で

政

治

介

入

、

厳

罰

化

、

点

数

至

上

主

義

、

民

間

力

採

用

な

ど

の

市

場

化

が

進

め

ら

れ

た

。

切

り

捨

て

ら

れ

た

子

ど

も

の

リ

ス

ト

は

軍

に

送

ら

れ

る

。

テ

ス

ト

テ

ス

ト

で

点

数

を

上

げ

る

た

め

の

教

育

に

心

身

を

病

む

教

師

が

増

加

し

て

い

る

▼

何

で

も

ア

メ

リ

カ

の

後

を

追

い

か

け

て

き

た

日

本

。

こ

れ

は

ま

さ

に

今

の

日

本

の

教

育

現

場

で

も

お

き

つ

つ

あ

る

こ

と

で

あ

る

。

大

阪

の

教

育

基

本

条

例

は

ア

メ

リ

カ

の

落

ち

こ

ぼ

れ

ゼ

ロ

法

を

モ

デ

ル

に

し

て

作

っ

た

と

の

こ

と

。

ワ

ン

フ

レ

ー

ズ

で

、

一

部

だ

け

を

誇

張

し

て

取

り

上

げ

る

マ

ス

コ

ミ

の

報

道

に

惑

わ

さ

れ

て

は

い

け

な

い

。

（

Ｈ

）

知多地方校長会知多地方校長会知多地方校長会知多地方校長会とのとのとのとの話話話話しししし合合合合いいいい

１１６号 ２０１２年５月発行



データで見る『教員の実態』第26回 知ってるつもり・Ｑ＆Ａ

管理職と話し合ったことは他組合の組合員にも有効？管理職と話し合ったことは他組合の組合員にも有効？管理職と話し合ったことは他組合の組合員にも有効？管理職と話し合ったことは他組合の組合員にも有効？

もしかして
身近かなことなのかもしれない

「国民救援会」主催の学習会に出席しました。内容は…

「「「「天竜林業高校天竜林業高校天竜林業高校天竜林業高校におけるにおけるにおけるにおける調査書改調査書改調査書改調査書改ざんざんざんざん及及及及びびびび贈収賄事件贈収賄事件贈収賄事件贈収賄事件」」」」

お話は、天竜林業高校元校長 Ｎ君は、ＴＮ大学・練習生（１年後本科に合格） そしてそしてそしてそして現在現在現在現在

北川好伸氏 に合格した。Ｎ氏は、謝礼として１０万円を北川に 裁判で闘うも、有効な証拠が得られず、Ｈ２２

（ 実家が東海市で現在東海市在住） 贈った。 年１２月最高裁まで上告したが棄却され、刑が確

定。懲役２年６ヶ月執行猶予４年の有罪。

事件事件事件事件のののの発端発端発端発端 一年後、Ｎ君は、ＴＮ大学・本科に合格した。 金を送ったという元市長は刑が確定後、「改ざ

「天竜林業高校で大学進学者の成績改ざ Ｎ氏は謝礼として１０万円を再び北川に贈った。 んを頼んだことも、金を渡したこともない」と新聞

んがおこなわれている」との内部告発文書が で発表。

静岡県教委に届く。 ほぼ毎日の厳しい聴取に屈服してしまったと

県庁の社会部記者クラブにも投書があり、 もう一人の生徒、Ｏ君について、北川は成績 心境を語った。贈賄罪で罰金となった元市長も

「該当する生徒は元天竜市長の孫。」 の改ざんを、進路指導主事であったＹ教諭に指 また、冤罪の被害者だ。

その後、県教委は北川元校長を刑事告発 示した。Ｙ教諭は、Ｏ君の担任であったＫ教諭（前

した。警察が北川先生の自宅を家宅捜索。 記のＫ教諭とは別）に改ざんを指示し、虚偽の調 結局結局結局結局

警察署に連行される。 査書を作成させた。 確かに成績の改ざんは行われていた。それに

ついての監督不行届での校長の責任はあるだ

そして次のようなストーリーがつくられた。 ろう。しかし、

「指示をした」

元天竜市長Ｎ氏は、孫（Ｎ君）の大学進 元市長Ｎ氏から金を受け取ったこともない。全く 「金を受け取った」

学を切望し、ＴＮ大学という実名を上げて 身に覚えのない事で３４５日拘留所に入れられ、い というのは警察検察のでっち上げ、冤罪であ

北川に便宜を図るように依頼した。 つ発狂するかと思うような心境であったそうだ。 る。

Ｈ１８年１月 北川先生は捜査段階から無実を訴え続けた。し 有罪が確定し、再審の有力な材料もなかなか

かし、聞き入れられず。 なく、北川先生は毎日「殺伐とした生活を送って

北川はその依頼を受託した。Ｎ君の担 担当検事は自分でつくった供述調書を差し出し いる」という。

任であったＦ教諭と副担任であったＫ教諭 て、「署名しろ」とペン先を目の前に突きつけてき 冤罪は後を絶たない。学校現場で起きたこの

に成績の改ざんを指示し二人と共謀して た。机をたたいたり、蹴られたりしたことも…。 事件は人ごととは言えない。たくさんの人垣で北

虚偽の調査書を作成した。 川元校長の心を支えてあげたい。

（Ｓ）

Ｑ 私は、勤務校の校長先生と勤務の割り振り変更の対象になる

仕事について話し合い、割り振りの対象になる仕事など、いくつ

かの確認をすることができました。勤務する学校には知教労の組

合員は私一人だけで、ほとんどの職員は愛教組傘下の組合に加

入しています。私が話し合って確認したことは、他の組合に入っ

ている人たちにも適用されるのですか。

A 結論からいえば、適用されます。まず、職場に複数の労働組

合が存在することは、教員の場合のみでなく、多くあります。司法

の判断も「同一企業内に複数の労働組合が併存している場合に

は、使用者は各組合に対し中立的な態度を保持し、その団結権

を平等に承認、尊重すべきである」とされています。

例にあるような勤務の割り振り変更など労働条件は、複数の組

合に対してそれぞれ別の見解を示したとしたら、それ自体が矛

盾したことになりますし、同じ職場で同職種で

ありながら労働条件が異なることになってしま

います。知教労の組合員に話したことは、そ

れがその校長の公的な発言なのですから、当

然、組合員以外や他の組合に加入している

人にも適用されるという考えです。

『３位と２位』

先月に引き続き、今月も OECD(経済協力開発機構)の２０

１１年公表のデータで他国と比べていきます。

日本の学級規模の平均（全児童生徒数を通常学級の全学級

数で割って算出）は、初等教育で２８人、前期中等教育で 32.9
人もあります。それぞれ３４カ国中３位と２位です。OECD
の平均と比べると、初等教育で 6.6 人、前期中等教育で 9.4 人

も多いのです。校長・教頭を含まない教員１人当たり児童生

徒数（児童生徒数÷教員数）は、初等教育で 18.6 人、前期中

等教育で 14.5 人になり、平均に比べて初等教育で 2.6 人、前

期中等教育で 1.0 人多くなっています。その分日本の教員の負

担は大きいと言えるでしょう。

また、学級形態も、欧米の「学級」は単に学習するための

集団であり、しかも学習指導では子どもの個別指導が重視さ

れます。それに対し、日本では伝統的に学級イコール生活集

団であり、個別の学習指導はもとより、集団作りや生活指導、

保護者への対応にも手をかけなくてはなりません。

加えて、欧米では事務を担当する人数が違っています。こ

れは、文科省の木村という主査も「公立義務教育諸学校の学

級規模及び教員配置の適正化に関する検討会議」（平成２３年

第１回）で、「イギリスでは事務の人の数が小中レベルの学校

に７，８人いる」と発言しています。つまり、教員が事務的

な負担させられているということです。

これらを重ねて考えると、日本の教員の業務の厳しさは数

値以上のものと言わざるを得ません。

１１６号 ２０１２年５月発行


